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告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
及
び

第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

募
集
種
目 

 
 

自
衛
官
候
補
生 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者
。
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
一
日
か
ら
起
算
し
て
三

 
 

月
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
末
日
現
在
三
十
三
歳
に
達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る 

 
 

者
に
該
当
し
な
い
も
の 

三 

採
用
試
験
の
方
法 

 

イ 

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
社
会
及
び
作
文
） 

 

ロ 

口
述
試
験 

 

ハ 

適
性
検
査 

 

ニ 

身
体
検
査 

四 

募
集
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日
（
火
）
か
ら
平
成
三
十
一
年
一
月
十
五
日
（
火
）
ま
で 

五 

採
用
予
定
月 

 
 

平
成
三
十
一
年
三
月
下
旬
か
ら
四
月
上
旬 

六 

試
験
期
日
並
び
に
試
験
場
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

試
験
期
日 

 
 

 

平
成
三
十
一
年
一
月
十
九
日
（
土
）
又
は
同
月
二
十
一
日
（
月
）
の
い
ず
れ
か
指
定
さ
れ 

 
 

た
日 

 

ロ 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称 

 
 

 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
一
丁
目
四
十
番
地
七 

 
 

 

陸
上
自
衛
隊
大
宮
駐
屯
地 

七 

応
募
者
の
受
付 

 
 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
（
埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和

 

区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

電
話
〇
四
八
―
八
三
一
―
六
〇
四 

 

三
）
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お
い
て
受
け
付
け
る
。 



八 

各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ
―
１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 
（
電
話
〇
四
八
―
六
五
一
―
二
四
二
〇
） 

 

ロ 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
―
二
九
二
三
―
四
六
九
一
） 

 

ハ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
四
六
六
―
四
四
三
五
） 

 

ニ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
三
丁
目
九
十
番
地
一
国
際
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
五
二
二
―
四
八
五
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
秩
父
市
宮
側
町
三
番
地
三 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四
―
二
二
―
六
一
五
七
） 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 



１ 購入等件名及び予定数量 

  埼玉県朝霞地方庁舎ほか58施設で使用する電気 予定使用電力量17,978,659キ

ロワット時 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県総務部管財課電気施設担当 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１

号 

３ 落札者を決定した日 

  平成30年10月11日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東京電力エナジーパートナー株式会社 東京都千代田区内幸町１丁目１番３号 

５ 落札金額 

  317,278,872円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成30年８月24日 

 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
二
号 

 
朝
霞
市
か
ら
朝
霞
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
越
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
越
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
越
市
全
域
（
百
九
・
一
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
二
十
二
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

利
根
川
水
系
渡
良
瀬
遊
水
地
付
近 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
五
号 

 
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
一
七
―
二
―
一
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
甘
粕
字
橋
壁
一
四
〇
五
―
一 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

一
万
千
十
七
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

  



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
六
号 

 
和
光
市
か
ら
和
光
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
戸
田
都
市
計
画
都
市
再
開
発
の
方
針
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 

な
お
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

当
該
変
更
に
係
る
図
書
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地
整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
十
八
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

組
合
の
名
称 

 
 

桶
川
市
加
納
原
土
地
区
画
整
理
組
合 

二 

事
業
施
行
期
間 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

施
行
地
区 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
加
納
字
原
の
一
部 

四 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
加
納
千
五
百
五
十
番
地 

五 

設
立
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日 

六 

変
更
認
可
の
年
月
日 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
三
十
七
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

小 

松 

弥 

生 
 

 
 

一 

日
時 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 
 

当
面
す
る
教
育
関
係
諸
問
題
に
つ
い
て 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
五
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
戸
田

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
し
た
次
の
施
設
に
つ
い

て
取
り
消
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

  

戸
田
市
立
東
部
福
祉

セ
ン
タ
ー 

戸
田
市
笹
目
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
戸
田
市
下
前
一
丁
目
二

番
二
十
号 

埼
玉
県
戸
田
市
笹
目
三
丁
目
十

二
番
地
の
一 所

在

地 

戸
田
市
長 

戸
田
市
長 

管

理

者 

五
十
人 

二
百
五
十
二

人 収

容

人

員 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
六
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ

く
個
人
演
説
会
等
施
設
に
つ
い
て
、
戸
田
市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
次
の
と
お
り
施
設
の
名
称
及

び
収
容
人
員
の
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

   

（
新
）
戸
田
市
障
害
者

福
祉
会
館 

（
旧
）
戸
田
市
福
祉
青

少
年
会
館 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
戸
田
市
川
岸
二
丁
目
四

番
八
号 

所

在

地 

戸
田
市
長 

管

理

者 

（
新
）
百
二
十

人 （
旧
）
百
八
十

人 収

容

人

員 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
七
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

平
成
三
十
年
十
二
月
十
一
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

一 

日
時 

平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
日 

午
後
四
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
つ
い
て 

 

イ 

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に

つ
い
て 

 

ウ 

そ
の
他 
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